
現行の過疎地域自立促進特別措置法にかわる 
新たな法律の制定について　　　　　　　　 

【 内閣官房・内閣府・総務省・農林水産省・国土交通省 】 

１　平成21年度末に失効する現行の過疎地域自立促進特別措置法にかわる新たな法律
を制定し、総合的な対策を推進すること。 

２　過疎地域は、ＣＯ２の吸収による地球環境への貢献や、食料・水・エネルギーの
供給などにより、都市の生活や産業活動など我が国の発展を支えており、新たな法
律の制定に向けては、このことについて国民的な合意を得るための取り組みを行う
こと。 

３　新たな過疎対策では、引き続き必要な社会基盤整備を進めるとともに、新たな地
域運営のしくみづくりや産業振興・雇用対策、都市と地方の交流対策などソフト施
策の充実強化を図り、必要な財源措置を講じること。 

【 現状と課題 】 
　○過疎地域は、１割の人口で国土の半分以上の面積を担い、食料・水・エネルギーの供給や
地球環境対策などにより、都市の生活や産業活動、ひいては国土の発展を支える重要な役
割を果たしている。 

　○また、豊かな自然や環境、歴史・文化を有する過疎地域は、都市住民に癒しと多様なライ
フスタイルを提供する地域として、その発展が期待されている。 

　○しかしながら、若年者の流出による人口減少や少子・高齢化の一層の進行に伴い、過疎地
域では小規模・高齢化集落が増加し、通院、買い物等の日常生活も困難な地域も増加しつ
つある。また、荒廃森林や耕作放棄地も増加しつつある。 

　○このため、新たな法律の制定に向けては、過疎地域の振興が結果として都市を支え、ひい
ては我が国の発展に貢献することについて、国民的な合意形成を得ることが重要な課題で
ある。 

　○新たな過疎対策では、道路・下水道、情報基盤など引き続き必要な社会基盤整備を進める
とともに、新たな地域運営のしくみづくりや産業振興・雇用対策、都市との交流対策など
ソフト施策の充実強化を図り、総合的な対策を推進することが必要である。 

 
【 本県の取組状況・方針 】 
　○平成18年８月、県、関係市町村、県過疎地域対策協議会により「島根県過疎・中山間地域
対策研究会」を設置し、過疎地域の現状や新たに必要な対策等について検討し、本年５月、
本県提言として取りまとめ。 

  ○平成19年度には、全国知事会への過疎対策特別委員会設置の働きかけや中四国地方９県に
よる共同要望活動などを行い、本年度は引き続き中四国地方９県による共同提案活動を行
うとともに、これらの成果を全国過疎地域自立促進連盟による緊急提言や全国知事会の検
討の場などに反映する予定である。 

 

【 提案要望の効果 】 
　○過疎地域が特色ある発展を実現し、都市と過疎地域とがお互いに支え合っていくことは、

成熟社会にふさわしい真に豊かな国土の形成につながる。 
 

提案・要望の内容 
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●下水道 
●生活交通対策 
●道路 

●医療 ●情報 
●道路 

●企業の農業参入 
●企業立地・雇用増加 
●６次産業化・起業化 
●コミュニティビジネス 

●耕作放棄地対策 
●森林・里山保全対策 
●地域バイオマス対策 

新たな地域運営制度 
の創設 

観光交流産業 

都市との交流対策 
●施設の有効活用 
●移住・交流施策 
●自 然体験学習 

●総合支援センター 

●過疎地域が都市を支え、ひいては国を支えることにつながる 
●過疎地域は、国土の半分を占めるが、１割の人口で支えている 
●過疎地域は、人口減少、少子・高齢化により小規模・高齢化集落が増加 
●国民生活・産業活動を支える上で、過疎地域の振興は重要な課題 

①財政支援 …過疎債・地方 交付税の充実強化、緊急・広域的な事業への交付金、国土保全 
対策のための新たな財源措置 等 

②税制措置 …産業振興・森林保全活動・移住等に対する税制上の支援 等 
③規制緩和 …補助金等適正化法の運用緩和等 

存在意義について国民的な合意形成が必要 

都市との支え合いによる特色ある発展 

その実現を図るために必要な支援措置 


